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○新地方公会計制度とは 

現金主義・単式簿記を特徴とする現在の地方自治体の会計制度に対して、発生主義・複式簿記などの企業

会計手法を導入しようとする取組みです。資産・負債などのストック情報や、現金主義の会計制度では見え

にくいコストを把握し、自治体の財政状況等をわかりやすく開示するとともに、資産・債務の適正管理や有

効活用といった、中・長期的な視点に立った自治体経営の強化に資するものです。 

総務省は、地方自治体に対して、固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした「財務書類の作成に

関する統一的な基準」による地方公会計の整備を平成29年度までに行うよう求めています。 

 中川村では、平成27年度に固定資産台帳を整備し、平成27年度決算から統一的な基準による財務書類の作

成を行っています。 
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平成 28 年度決算財務指標考察 

 

１．村民一人当たりの資産と負債、行政コスト 

 資産 負債 行政コスト 

一般会計 632 万円 74 万円 79 万円 

全体 662 万円 92 万円 102 万円 

連結 676 万円 100 万円 111 万円 

 

資産＝ 
(BS)資産合計 

負債＝ 
(BS)負債合計 

行政コスト＝ 
(PL)純行政コスト 

人口 人口 人口 

※人口は平成 29 年４月１日現在の県毎月人口異動調査・・・4,727 人 

 

２．歳入額対資産比率【資産形成度】 

これまでに形成された資産が、歳入の何年分に相当するかを表します。この比率

が高いほど、社会資本整備が進んでいます。 

 歳入額対資産比率 
歳入額対資産比率＝ 

(BS)資産合計 

一般会計 8.3 年 (CF)業務収入＋臨時収入＋投資活動収
入＋財務活動収入＋前年度末資金残高 

全体 6.2 年  

連結 5.2 年   

 

３．有形固定資産減価償却率【資産形成度】 

有形固定資産の償却資産について、耐用年数に対して資産の取得からどの程度経

過しているのかを表します。この比率が高いほど、老朽化が進んでいます。 

 有形固定資産減価償却率 
資産老朽化比率＝ 

(BS)減価償却累計額合計 

一般会計 57.7％ (BS)取得原価合計(土地、立 
木竹、建設仮勘定を除く) 

全体 57.2％  

連結 57.2％   

 

４．純資産比率【世代間公平性】 

地方公共団体が持つ資産のうち、純資産（返済義務の無い資産）の割合、すなわ

ち現世代（住民）の持分の割合を示します。この比率が高いほど、将来世代が負担

する割合が低くなります。 

 純資産比率 

一般会計 88.2％ 
純資産比率＝ 

(BS)純資産合計 

全体 86.0％ (BS)資産合計 

連結 85.2％   

 

５．社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率）【世代間公平性】 

社会資本の整備の結果を示す有形固定資産のうち、どれだけ地方債などの負債（将

来世代の負担）によって形成されているかを示します。この比率が高いほど、将来

世代が負担する割合が高いことを示します。 

 世代間比率  (BS)地方債＋１年 
内償還予定地方債 一般会計 10.1％ 

世代間比率＝ 
全体 9.8％ (BS)有形固定資産 

連結 10.2％   

- 25 -



６．債務償還可能年数【持続可能性（健全性）】 

実質債務（地方債や退職手当引当金等から充当可能な基金等を控除した債務）が、

経常的に確保できる資金（業務活動収支の黒字分）の何年分あるかを表します。こ

の値が低いほど、返済能力が高いことを表します。 

 債務償還可能年数 
債務償還可能年数＝ 

将来負担額－充当可能基金 

一般会計 4.5 年 (CF)業務収入＋臨時財政対策 

債発行可能額－(CF)業務支出 全体 4.1 年  

連結 3.7 年   

 

７．負債比率【持続可能性（健全性）】 

純資産に対する負債の割合を示します。この比率が低いほど財政状況が健全であ

ることを示します。 

 負債比率 

一般会計 13.3％ 
負債比率＝ 

(BS)負債合計 

全体 16.2％ (BS)純資産合計 

連結 17.3％   

 

８．受益者負担率（総負担率）【自立性】 

行政サービスの提供に対する受益者負担の割合を表します。この値が低いほど、

財源充当率が高いことを表します。 

 受益者負担率 

一般会計 3.0％ 
受益者負担率＝ 

(PL)経常収益 

全体 4.0％ (PL)経常費用 

連結 9.8％   

 

９．考察 

これまでに形成された資産が、歳入の何年分に相当するかを表す歳入額対資産比

率は高く、社会資本整備が進んでいるといえます。また、有形固定資産のうち償却

資産（建物、工作物、物品等）の老朽化の度合いを示す有形固定資産減価償却率も

高くなく、計画的な施設管理が維持されているといえます。ただし、歳入額対資産

比率が高くなると歳入に対して資産の保有が過大となることから、将来的に資産の

維持に歳入が拘束される可能性が高くなるため、比率の推移には注意が必要となり

ます。 

民間企業の自己資本比率に相当する純資産比率は高く、また、将来世代が負担す

る割合を示す社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率）も低いため、

村の財務的な安定性は高いと言えます。 

健全性を見てみると、債務償還可能年数の値は低く、村の返済能力は高いといえ

ます。また、純資産に対する負債の割合を示す負債比率も低く、村の財政状況は健

全であることが分かります。 

行政サービスの提供に対する受益者負担の割合を表す受益者負担率は、若干低い

値となっています。この比率が低い場合は、適正な受益者負担がなく安易に行政サ

ービスを提供していないか、受益者と非受益者との間で負担の公平性が保たれてい

るか、などを検証する必要があります。 
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